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Ⅴ－④ 農地パトロール等現地確認の効率化に向けた
　　　令和７年度事例調査

１．事例調査の目的
　　農地法に基づく利用状況調査（以下、「農地パトロール」という。）は、遊休農地か否かを確認

するため、農地利用最適化推進委員等（農業委員及び農業委員会職員も加わっている場合が多い。）
が管内の全ての農地を対象に目視で確認している。また、水田活用の直接支払交付金においては、
営農計画書通り作物が作付けされているか確認するため、市町村の職員等（市町村によっては農
業者等が協力している場合あり。）が対象農地の全てを目視で確認している。

　　これらの調査は、夏期に集中して行われることから、①熱中症、②危険生物（スズメバチやク
マ等）との遭遇、③低い土地や水路等への転落・滑落、④車・農機具等との接触・衝突等人命に
関わるような事故が懸念されている。また、水田活用の直接支払交付金における現地調査におい
ては、調査に協力する地元農業者等の高齢化により、協力を得ることが年々難しくなっていると
いう。

　　こうした中、国の通知や要綱・要領が令和４年に改正され、「人工衛星の画像等を利用した確認」
が認められた意義は大きく、全国で導入が進められている。

　　以上のことから、人工衛星と AI 活用に関し波及効果を狙いとして、福島市及び南相馬市並び
に福島県（実証地：猪苗代町）における導入経緯や成果について調査した。

２．人工衛星画像×AI 解析による現地確認・調査の効率化の取組Ⅰ（南相馬市）
 （１）取組目的
　　　南相馬市では、令和５年度から農林水産部全体で DX を推進するため、人工衛星画像を活用

した実現可能性調査をスタートさせた。
　　　まずは、作付け作物の現地確認業務から始めることとし、人工衛星画像と AI 解析手法を活

用し、市職員だけではなく農業者の負担軽減を図るとともに、労働内容の検討・見直し、労働
の質の向上に繋げていくことを目的としている。

　　　なお、人工衛星画像と AI 解析に当たっては、民間企業の協力の基にスタートさせた。
 （２）画像解析精度に係る条件
　　① AI 解析精度向上のための事前調整
　　　作付けに関する解析精度を向上させるため、過去３年間の営農計画書をデータ化（Excel 形

式）し、当該データを学習データとして AI に学ばせた。
　　②人工衛星画像を AI が解析した対象農地
　　　令和６年度の水田活用の直接支払交付金の対象となる農地面積は2,000ha であるが、この内

の３分の１の600ha について人工衛星画像を AI で解析を行った。（３分の２の1,400ha は従来
通り現地で確認・調査を行っている。）

 （３）人工衛星画像と AI 解析手法の導入効果等
　　① AI の解析結果（精度）
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　　　対象となる農地において、人工衛星画像に基づき米又は麦あるいは大豆を作付けしていると
AI が判定した精度は、各作物とも95％以上であることが確認できた。

　　　ただし、野菜類については米等に比べて AI が学習するた
めのデータ量が少なく、ねぎに関しては70～90％と米等に比
べると低い結果となった。

　　②コスト削減効果
　　　人工衛星画像を AI により解析を行った面積は600ha と作

付け確認が必要な面積の３分の１ではあったものの、令和５
年度との比較で人員及び時間並びに経費とも約60％削減（人員：263人▶107人、時間：2,100
時間▶850時間、人件費：300万円削減）することができた。

　　図１：令和６年度（2024年度）の効果　　

 （４）農地パトロールに係る現地確認等（農業委員会の取組）について
　　①令和８年度の活用に向けた実証
　　　令和７年度は、令和４年度から令和６年度（３か年間）に行った農地パトロールで遊休農地

と判断した農地等を教師データとして AI に学ばせ、令和７年１月から８月にかけて民間企業
が取得した人工衛星（光学衛星）の画像・NDVI 値（正規化植生指数）を AI が解析した。

　　② AI の解析結果（精度）
　　　対象となる農地について、㋐耕作されている農地、㋑遊休農地、㋒再生困難な農地、㋓転用

された土地に分類し解析したところ、４に記載の福島県の結果より若干低い精度であった。
　　③考察
　　　AI 判定結果と農地の現況を完全に一致させることはできないが、高い精度が得られるよう、

より多くのデータ（遊休農地か否か等）を AI に学習させることが重要である。

表１：作物ごとの精度
作物名 判定結果（精度）

米 95％以上
麦 95％以上

大　豆 95％以上
ね　ぎ 70％～90％

※上記の取組については、デジタル庁ニュース「アナログ規制見直しとデジタル実装の好循環～福島
県南相馬市における「作付確認」への衛星データと AI 活用事例～」に基づき作成。

（2024年度の効果／南相馬市）

（＠2,400/hr×8hr×156人)

263人
2,100時間

2023年度

107人
850時間

▲60％

▲156人
▲1,250時間
▲300万円

2024年度
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３．人工衛星画像×AI 解析による現地確認・調査の効率化の取組Ⅱ（福島市）
 （１）取組目的
　　　福島市では、水田活用の直接支払交付金を農業振興課が、中山間地域直接支払交付金を農業

企画課が、多面的機能支払交付金を農林整備課が担当しており、各部署の職員が現地まで出向
き、目視により１筆ごとに確認を行っている。

　　　それぞれの制度ごとに所管部署の職員が同じ農地に対して重複して確認・調査を行ったり、
職員の知識・経験の差による判断にバラツキが生じているという。また、事務作業に関しては、
交付金ごとに台帳や図面の作成等煩雑な作業も多く、多大な時間と労力が掛る等課題が存在する。

　　　これらの課題を解決するため、農地・作付け品目や現地確認・調査の実施状況等に関する情
報を統合し各部署で共有化（デジタル化の推進）を図るとともに、人の目によるバラツキや現
地確認・調査件数を削減する手法（人工衛星画像と AI で圃場確認）の導入に取り組んだ。

 （２）画像解析精度に係る条件
　　① AI 解析精度向上のための事前調整
　　　衛星解析では、農地の所在地の基礎データとして資産税課の固定資産台帳を利用することと

したが、事業ごとに管理している台帳と固定資産台帳の所在地の表記に齟齬（漢字の相違等）
があったことから整合作業をスタート。

　　　整合作業の対象年度は、衛星解析に使用する AI の学習に必要となる過去３年度分（令和４
～６年度）及び調査対象年度である令和７年度分の合計４年度分を実施。

　　　整合作業後は、委託業者に台帳データを提供。委託業者では、提供したデータと委託業者で
所有している過去の衛星画像等のデータ（可視光に加え、赤外線など目には見えない波長帯や、
その波長帯を組み合わせた NDVI 等）を AI に学習させることで本市に特化した独自の AI を構築。

　　②人工衛星画像と AI で解析した対象農地
　　　㋐現地確認・調査が必要となる農地は、以下の通り。

　　表２：現地確認が必要な農地数

　　

交付金名称 調査対象筆数 調査対象面積
水田活用の直接支払交付金 863筆 127ha
中山間地域直接支払交付金 5,258筆 597ha
多面的機能支払交付金 19,860筆 2,328ha

　　　㋑ AI による農地の絞り込み
　　　　対象農地を「耕作」「保全管理」「荒廃農地」の３種類に判定。さらに「耕作」と判定され

た土地のうち水田農業推進事業の対象地の場合は、申請された作物が作付けされているか解
析し「一致」「不一致」の２種類に判定。

　　　　「荒廃」「不一致」と判定された農地に限り職員が現地へ出向き確認・調査を行うこととした。
　　　　なお、福島市は果樹地帯であることから、果樹園地と普通畑とで判定モデルを使い分ける

等解析に当たり現地の状況に即した対策を講じている。
 （３）人工衛星画像と AI 解析手法の導入効果等
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　　① AI 解析結果
　　　全体として、対象農地25,981筆のうち、AI 解析により約90％の24,017筆が現地調査対象外

と判定され1,964筆まで削減された。
　　　また、現地調査に係る所要時間においても、AI 解析を実施しない場合として試算した4,799

時間に対し、実績は473時間とこちらも約90％削減された。
　　　なお、「水田活用の直接支払交付金」については、他の交付金と違い作付け品目の判定が必

要であり詳細な解析を行っていることから他の事業に比べると削減率が低い傾向にあった。

　　表３：令和７年度人工衛星と AI 解析結果

　　
※対象農地を AI が解析し、申請内容との一致率を確度という数値で算出。判定の境目となる基準値を設定し、確度が

基準値を上回るか下回るかで耕作状況や作物の一致・不一致を判定。この基準値の設定値により削減率も変わる。

水　活 中山間 多　面 合　計

農地数

対象農地 863筆 5,258筆 19,860筆 25,981筆
調査対象外 628筆 4,961筆 18,428筆 24,017筆

削減率 73％ 94％ 93％ 90％
調査対象 235筆 297筆 1,432筆 1,964筆

所　要
時　間

必要時間 250時間 578時間 3,971時間 4,799時間
削減可能 165時間 415時間 3,746時間 4,326時間
削減率 66％ 72％ 94％ 90％

調査実績 85時間 163時間 225時間 473時間

　　②成果品等
　　　㋐福島市では、Excel 形式による解析結果（対象農地に解析結果を付記したデータ）に加え、

現地確認・調査でも活用できるようシェープファイル※による解析結果（水土里情報システ
ムに反映させるためのデータ）を成果品とした。

　　　

※シェープファイル：GIS（地理情報システム）で広く利用されるデータフォーマットで、線や面で地図上の位
置や形状、属性（名前等）を表現できる。

　　　㋑今後の展望
　　　　農業振興課では、水田活用の直接支払交付金及び中山間地域直接支払交付金並びに多面的

機能支払交付金に係る人工衛星画像と AI 活用による現地確認・調査のための令和８年度予
算を要求しており、業務の効率化・負担軽減に向け引き続き活用していきたいとしている。

４．人工衛星画像解析による確認作業の効率化（福島県）
 （１）取組目的
　　　人工衛星の画像を AI で解析し、農地の作付け状況や保全管理状況の判定精度の確認及び目

視による確認作業との人件費の経済比較を行い、人工衛星画像による確認作業の効率性と費用
対効果の検証を行う。

 （２）画像解析精度に係る条件
　　① AI 解析のための事前調整
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　　　各台帳データと国土交通省の地籍調査を基に作成される地図データ（地名地番と位置情報を
保有）を突合し一定程度整合した。なお、①地図データに地番が不存在、②枝番の記載方法の
不一致等によりデータの整合ができないものが存在した。

　　②人工衛星画像を AI 解析の対象とした農地
　　　㋐水田活用の直接支払交付金：11,436筆 ※

　　　㋑農地パトロール（農地台帳）：24,635筆 ※

　　　㋒中山間地域直接支払交付金：727筆 ※

　　　㋓多面的機能支払交付金：12,013筆 ※

　　　

※解析の対象とした農地は、「対象農地（㋑農地パトロール（農地台帳）：34,733筆、㋒中山間地域直接支払交付
金の対象農地：799筆、㋓多面的機能支払交付金の対象農地：12,502筆）」から「地籍調査結果と突合不可農地」
を差し引いた農地である。なお、「㋐水田活用の直接支払交付金については、「対象農地（14,323筆）」から「地
籍調査結果と突合不可農地（688筆）・園芸作物等作付け農地（2,199筆）」を差し引いた農地である。

 （３）AI の解析結果
　　①水田活用の直接支払交付金
　　　令和６年度現地調査結果データの一部を教師データとして構築した AI を活用して、令和７

年度における対象農地の人工衛星画像を解析した。主要作物（米、そば、大豆、かぼちゃ、飼
料作物）が作付けされていると AI が判定した結果（精度）は、96.27％である。作物別では「米・
そば」が97％を超え、作付けが少ない「大豆・かぼちゃ・飼料作物」の精度は2.8％～20.0％
という結果となり、現地確認・調査が必要である農地は3,045筆※（全体の21.26％。よって
78.74％の削減が可能）であった。

　　

※「地籍調査結果と突合不可農地」・「園芸作物等作付け農地」を加えた農地。
　なお、調査が必要とし判定した3,045筆に加え、大豆（41筆）・かぼちゃ（40筆）・飼料作物（21筆）については

精度が低いことから、現地確認・調査の対象にすることが望ましいと思われる。

　　表４：人工衛星画像と AI 解析結果（水活）

　　

一致率基準 調査不要農地 精　度 調査削減率 調査必要農地
70％ 11,278筆 96.27％ 78.74％ 3,045筆

　　②農地パトロール・中山間地域直接支払交付金・多面的機能支払交付金
　　　令和４年度から令和６年度の現地調査結果に基づき、「耕作・保全管理」及び「遊休農地・

非農地」の特徴を教師データとして構築した AI を活用して、令和７年度における農地台帳及
び中山間地域直接支払交付金並びに多面的機能支払交付金対象の農地を解析した。

　　　台帳と地籍調査データを突合した農地を解析した結果、遊休・非農地の可能性が低い場合を
除けば、「農地パトロール」が89％、「中山間地域直接支払交付金」100％、「多面的機能支払交
付金」99.9％削減が期待できる結果であった。
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　　表５：人工衛星画像と AI 判定結果

　　

判　定 農地台帳（パトロール） 中山間 多　面

遊休・非農地の可能性
極めて高い 8.0％（1,969筆） 0％（0筆） 0.1％（12筆）

遊休・非農地の可能性
高い 1.8％（436筆） 0％（0筆） 0％（0筆）

遊休・非農地の可能性
中程度 1.2％（295筆） 0％（0筆） 0％（1筆）

遊休・非農地の可能性
低い 89％（21,935筆） 100％（727筆） 99.9％（12,001筆）

　

24,635筆

農地パトロール
対象農地

2,700筆

▲89％

現地調査が
必要とAIが
判定した農地

　　図２：農地パトロールにおける削減効果

 （４）今後の展開
　　人工衛星画像を AI 解析した結果にはバラツキがあり、効果としては大・小あるものの、人工

衛星画像を活用した農地の調査は業務効率化に向け必要な取り組みであることから、県内・外の
事例を収集し、各市町村に展開していく。
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表紙写真：福島県喜多方市 


